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発表の概要
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津野町の概要

人 口： 6,935人 （男3,296人 女3,639人） H20.4.1現在

高齢化率： 36.8％

沿 革： 平成１７年２月１日自然・文化・地域性が等しい２村が合併し現在に至る

面 積： 197.98k㎡

「清流と風と歴史にあえる町」

位 置： 高知市から北西に車で約１時間30分

松山市から南東に車で約１時間30分

自然条件： 本町の総面積の90％は林野で占められており、不入山

を源流点とした「日本最後の清流」と呼ばれる「四万十川」

と、特別天然記念物のニホンカワウソが最後に見られた

「新庄川」が中央部を流れ、多くの集落は、この２つの川沿

いの山裾を利用して点在している。

西北部には、日本三大カルスト「四国カルスト・天狗高原」

中央部「北山風の里公園」にはクリーンエネルギーを作り出す

「20基」の風力発電施設を備え、「美しい自然・ 景観」との共

生と、郷土伝統文化や資源を生かし、ともに響きあうまちづくりを進めている。

１．過疎地域のICT活用の事例（津野町安心・安全ネットワーク会議）
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■「津野町安心・安全ネットワーク会議」の創設
◆目 的

「誰もが安心できるまち・安全で災害にも強いまちづくり 」のために、防犯・防災・地域福祉

など各関係機関が幅広い分野で連携・協働し、日常的に助け合っていく地域づくりや安心・

安全への取り組みを推進（平成１８年６月２３日創設）

◆メンバー

民生児童委員協議会、高幡消防組合津野山分署と津野消防団、須崎警察署、日赤特殊奉

仕団、社会福祉協議会、高知県、津野町（総務課、住民福祉課、地域包括支援センター、教

育委員会）など １６団体が参加

◆事 業

○定期的な会議と研修を開催

○日常的な見守り・助け合い活動の推進

○住民の防災意識の高揚推進

○役割分担の明確化と体制整備

◆代表的な活動

○福祉パトロール

→安心・安全見守り台帳、お守りカード

○小地域ふくし座談会

→五目マップ

ＩＣＴ活用の経緯
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平成１８年６月２３日

津野町安心・安全ネットワーク
会議設立！
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－5－

２人～３人編
成でチームを
組み、一組５
軒を訪問

○この調査は強制でないこと。

○答えたくない項目は聞き取り調査しなくて良い。

○知り得た個人情報は、口外しないこと。

○個人情報使用同意書作成

■福祉パトロール

子どもさん
はどこにお
るが？

どこの病院へ
かかっちゅう
ぞね？
どんな薬を飲
みゆう？

■要支援者の不安等の聞き取り 調査

○対象者

・７０歳以上のひとり暮らし高齢者

・８０歳以上の高齢者夫婦世帯

・関係機関等の判断によるもの (災害時要援護者)

○調査人数 ４４７人（Ｈ１９）

○対象予定者 約１，５００人（２１％）
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※調査内容＝生活内容

・緊急時の連絡先

・かかりつけ医 、持病・服用薬

・日頃頼りにしている人（身内・親戚）

・親しい人（隣人・友人）

・日頃の活動（通所）場所やよく出かける場所

・特技及び趣味

・生活している中での、安否確認方法や約束事等

・自宅の見取図

・災害が予想される時や起こった時の身を寄せる場
所や避難場所など

・介護情報

寝てい
る場所

■安心・安全見守り台帳

安心・安全台帳
（調査後は社協で保管）
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・個人ごとに「お守りカード」作成

・民生委員さんが対象者宅へ配布

■お守りカード

表

裏

電話のそば
へいつも吊
るしていま
す
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■小地域ふくし座談会

■２３地区で開催（概ね民生児童委員担当地区ごと）

【時 期】 西地区1０月１０会場、東地区２月１３会場

【参加者】 地区長、消防団、ボランティア、

サロン世話人、婦人会、福祉委員、

民生委員等

【内 容】 ・地域での見守り活動や地域の状況に

ついて意見交換。

・五目マップづくり

・福祉委員活動について
8



地域には、提起される課題が
いっぱい ☹

防災・子どもの見守り・地域
助け合い・社会資源・要援護
者・・・・

小さなまちの取り組みに分野
別のマップは似合わない、
何より、投げかけられる地域
は一つ・・・・

一人暮らし
はどの家？

町内２３会場で・・・
小地域ふくし座談会

・民生委員の家は？
・消防団員の家は？
・消火栓は？

五目マップの
作成

子どものいる
家庭は？
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■津野町安心・安全ネットワーク会議の課題

①高齢者等から収集した情報は紙ベースであるため、迅速
な情報の更新が難しく、情報共有の点でも不十分。

②各支援機関等が個別に保有する各種情報が支援機関全
体で共有されていないため、連携した住民サービスの提
供や支援活動が困難。

③役場の「ＧＩＳ」などの他システムとの連携も不十分で、二重
管理が発生。

④住民への防災・防犯・災害状況などの情報伝達が不十分。

地域ＩＣＴ利活用構築モデル事業（総務省）の導入
【平成１９年度～２１年度】

○平成１８年度 ３年間（平成１９年度～２１年度）で事業提案
○平成１９年４月～ 安心・安全ネットワーク会議でシステムの内容検討
○平成２０年２月 システム完成・・・実用開始

課題解決
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紙ベースで整備済みである一人暮らし高齢者の個別情報台帳を電子化したうえで、各支援機関が保持してい
る各種の情報を一元化的に管理・共有し、地域ぐるみの要援護者支援活動を実現。（H21年度には、児童の
登下校管理機能及び子育て応援ＳＮＳ機能追加）

■見守り・助け合い情報共有システム
日常的な見守りや助け合いに必要な情報を記載した「安心・安

全見守り台帳」をベースとし、地域包括支援センター、社会福祉

協議会、民生委員及び消防署など、支援機関（安心・安全ネット

ワーク会議メンバー）の情報共有を円滑に行うシステム

■見守り・助け合い情報お知らせシステム

支援機関と住民及び住民同士の連携を強める「見守り・助
け合い情報お知らせシステム」は、支援機関に加え、福祉委
員・相談員等ボランティア及び家族・隣人までの一般住民に
至るまでの情報伝達や情報登録を可能とするシステム。

津野町見守り・助け合い支援システムの概要－地域ＩＣＴ利活用構築モデル事業－
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■見守り・助け合い支援システムの内容

参照 登録 削除

１階 ２階

参照 登録 削除

１階 ２階

見取り図登録画面

要援護者登録画面

GI
S

画面

要援護者情報
の登録・閲覧

ICT化

その他の活用
民生委員会議資料等を出力

GIS連携で住まい
や避難場所がすぐ

分かる

平常時のシステ
ム利活用が重要

安心・安全見守り台帳

（１）支援機関における円滑な情報共有を実現する「見守り・助け合い情報共有システム」

機 能 内 容

見守り台帳データベース機能 安心安全見守り台帳カード情報等、情報共有が必要な事項をデータベース化する機能（登録・変更・
閲覧・更新履歴確認）

更新情報連絡機能 見守り・助け合い情報お知らせシステムと連携し、更新情報の連絡を迅速に送信可能

既存ＧＩＳシステムとのデータ連携機
能

見守り台帳データベースが管理する五目マップ関連情報
・高齢者世帯や障害者宅
・災害時避難場所
・子ども通学時等の危険場所
・福祉施設
・支援機関やボランティア登録者宅
の住所情報/緯度経度情報を既存GISシステムと定期的にデータ連携する機能

○見守り・助け合い情報共有システムの主要機能
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（２）支援機関と住民 及び 住民同士の連携を強める「見守り・助け合い情報お知らせシステム」

災害が発生したので、関係機

関に連絡しよう！

適切な支援をしないと・・・

ファイルの添付が可能

Email

消防・警察

投稿

支援機関職員 Email

機 能 内 容

情報共有掲示板 組織内の情報を共有・収集する為の掲示板として使用できる。
また、投稿に対して返信や携帯メールによる情報投稿が可能

緊急連絡機能 メールの一斉配信機能で、緊急性の高い連絡も迅速に送信することが可能

災害発生時の安否確認機能 メールの一斉配信機能と返信機能で安否確認が可能

○見守り・助け合い情報お知らせシステムの主要機能

民生委員など
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■見守り・助け合い情報共有システムの画面

検索結果が一覧で表示されます。
住基システムと連携することで
最新の住民データを反映させる
ことが可能です。

基本情報の他に医療・介護情報
や緊急連絡先、近況の訪問記録
を生活情報として記録できます。

15
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■地理情報システム（ＧＩＳ）との連携画面

アイコン表示により
地図上に要援護者宅
や避難場所、消火栓
の位置情報が表示
されます。

※ 既存導入ＧＩＳとの連携画面です。 16



■見守り・助け合い情報お知らせシステムの画面

投稿された情報は職員に関しては宛先指定により
メール送付され、一般住民は受信希望カテゴリに
応じてメールが送付されます。

一斉参集投稿により、緊急時の安否確認が可能です。
送信されたメールの返信状況が一覧で確認できます。
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■見守り・助け合い支援システムの利用イメージ

見守り台帳DB
•氏名
•生年月日
•住所
•血液型
•持病
•緊急連絡先
•就寝場所
•親しい人

安心安全
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

各種支援情報DB
•民生委員情報
•福祉委員情報
•ボランティア情報
•犯罪、事故、火災情報
•人が集まる場所
•危険な場所
•障害者施設場所
•など

一人暮らしの高齢者等

１．診療所等医療機関
・ひとり暮らし高齢者の診療情報等を連絡

２．地域包括支援センター
・見守り台帳システムへの情報更新
・ひとり暮らし高齢者への保健師訪問手配

３．社会福祉協議会
・見守り台帳システムの更新情報ＣＨＥＣＫ
・ひとり暮らし高齢者への民生委員訪問手配

４．民生委員
・見守り台帳システムからの連絡メールＣＨＥＣＫ
・ひとり暮らし高齢者への訪問

５．高齢者の家族・親戚等
・見守り台帳システムからの連絡メールＣＨＥＣＫ
・退院したことを把握

見守り・助け合い支援システム

● ひとり暮らし高齢者が入院したら

①連絡

②情報更新

Email

Email

Email

④情報確認・民生委員連絡

⑤訪問状況確認

⑤電話連絡・訪問等

連
携

③周知連絡
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■ＩＣＴ活用による住民サービスの向上

津 野 町 民 の 皆 様 津野町役場

地域包括支援センター

社会福祉協議会

民生委員

消防署・警察

など

携帯電話の簡単操作による情報の発信

日常生活における「安心・安全」「便利さ」の提供

防災・防犯につながる警報の受信
天気情報、詐欺情報、不審者情報 など

日常生活における情報の発信
訪問や電話での執拗な販売・勧誘、不審者の目撃 など

救済活動につながる安否の連絡
安否の情報

安 心

安 心

救済出動・災害時に必要な情報の受信
避難場所、支援物資、被害状況 など

便 利
暮らしに便利な情報の受信
役場・学校からのお知らせ など

緊急連絡

台風11号に伴う大

雨により、○○地区

では大規模な浸水

被害が予想されま

す。至急、××小学

校の体育館に避難

して下さい。

緊急事態
の発生時

住民向け情報提供のサービス拡大の取り組み

業務効率化や利便性向上に向けた取り組み

大規模災害を想定し、現状のインフラが使えない場合に備えた取り組み
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ＩＣＴシステム導入の成果

◇住民の安心度の高り
住民の期待度も高く、地域での助け合い活動への理解も浸透

・住民へのアンケート調査を実施
住民の９１％が「期待できる」
システム登録の高齢者の８３％が「大変有意義」

◇住民の安全の確保の実例
・要支援者宅に設置した緊急通報装置の通報

・・・救出３件数が３件
・要援護者の高齢者が行方不明となり、本システムを活用して
各関係機関への連絡・捜索により保護・・・１件

◇行政サービスの円滑化
・情報の更新がスムーズとなり、タイムリーな情報の取得が可能と
なり、行政サービスが向上

◇支援組織の連携の強化
・同じ情報を互いに共有することが可能となり、各支援機関相互の
繋がりの緊密化、意思疎通の円滑化

受け手側のメリット

支援する側のメリット

あまり期
待できな

い
8%

期待でき
ない
1%

期待でき
る
91%

住民アンケートの結果

46

56

69

62

39

2

0 10 20 30 40 50 60 70

健康維持情報

防災・防犯情報

災害情報

救援情報

公共機関よりお知らせ

その他

図１：ＩＣＴシステムへの期待度
「質問内容：本事業は見守り・助け合い活動の
活性化に繋がるか？」

図２：ICTシステムの活用方法
「質問内容：本事業で受けたい情報は何か？」

（複数選択）
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今後の課題と展望

■展 望

◆メールを活用した住民向けのサービスの提供の拡大
・高齢者を中心としたICTを活用できる人材の育成、教育人材の育成

→住民のメール活用のスキルアップのための研修会の開催など

◆セキュリティーにかかる管理の徹底
・個人情報保護とセキュリティー意識の向上

→支援機関の職員向けの勉強会の開催

◆適用範囲の拡大
・高齢者（平成１９年度）→障害者（平成２０年度）→児童（平成２１年度）

→障害者情報のシステム構築、児童登下校の保護者通知メール

◆情報量の拡大と機能の向上
・安心見守り台帳のデータ、情報の充実、システムの効率性、利便性の向上

→見やすく、使いやすい、効率的な運用システムの構築を目指す

ＩＣＴを活用しながら、

「町全体で団結力を高め、住民同士が互いに見守って、助け合っていくこと
ができる仕組みづくり」を目指す

目 標

■課 題
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２．ＩＣＴの活用による過疎地域の発展の可能性

◆過疎地域の個性を活かした「自立」に向けた取り組み・・・「攻め」の戦略
地域の活性化に向けた産業、交流の仕組みづくり

①地域の特産品販売の促進

→地理的なハンディーが克服できることによる産業づくりの推進

②雇用の受け皿づくりの促進
→テレワークの育成による雇用の場の創出、地域間の連携、相乗効果

③都市の交流、ファンづくりの促進

→地域の情報発信により、都市部との交流促進や交流人口の拡大、地域の活性化

④地域への移住促進

→若年層等のニーズに対応することによる移住者の増大

◆過疎地域の住民の生活を守るための取り組み・・・「守り」の戦略
住民の安心・安全の暮らしを支える仕組みづくり

①日頃の見守り、支え合いの仕組み

→高齢者等の安心して暮らしていける環境づくり

②生活の利便性の向上

→物資購入等の日常生活を高めるためのサービスの向上

③災害など緊急時の迅速な対応の仕組み
→住民の生命や安全を守るシステムづくり
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奈半利テレワーカクラブの活動
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地域の仕事を地域の人に発注

奈半利味噌販売プロジェクト

テレワーカーグループ（多様名職種・幅広い年齢層・男女混
合）を軸とした地域住民団体相互の連携した取り組み
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■生産数

３００個 →２０００個
（連携前） （連携後）

■販売店舗

町内１店舗→県内９店舗

（連携前） （連携後）
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（１）過疎市町村がＩＣＴを活用できる環境づくり（ハード）

ブロードバンド、携帯電話、ラジオなど情報通信基盤の整備 （国主導）

→過疎市町村の財政負担の軽減が不可欠

・国等の過疎市町村への支援強化・・・助成制度の改正

３．今後の課題と対応策
本県の場合、ＩＣＴを活用した取り組みは、まだ一部にすぎない。今後、こうした取り

組みを、より一層進めていくためには、解決すべき課題が多く残されている。

（２）ＩＣＴが活用できる地域での仕組みづくり（ソフト）

地域の組織づくり、ネットワークづくりの推進（県、市町村主導）

→仕組みづくりに向けた「人的な支援」が必要

国・・・・・・ 集落支援制度、地域おこし協力隊（総務省）
田舎で働きたい隊（農林水産省）

高知県・・・地域支援企画員制度

ソフト・ハード両面の
取り組みが必要
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○中山間地域では、採算面から民間による整備が進まない。
○市町村主導で整備せざるを得ないが、こういった中山間地域の自治体は財政基盤が脆弱であり、
更に財政を圧迫することになる。

市町村単独での整備は困難で、情報基盤の整備が進まない。

○市町村の負担軽減のため、補助事業の補助率の拡大
○運営経費(施設の維持管理等）について特別交付税に算入するなど、必要な財政措置

支援措置

条件不利地域におけるブロードバンド整備に関する総務省試算

・ＦＴＴＨ（１世帯当たり約80万円）、ＣＡＴＶ（１世帯あたり約60万円）

・約42,000世帯に対応するには252億円～336億円の初期投資（毎年のランニングコストは15％程度と想定）

区 分 全国平均 高知県

ブロードバンド整備率 ９５．７％ ９０．４％

ブロードバンド・ゼロ市町村 ２０自治体 ３村

超高速ブロードバンド（FTTH） ８５．３％ ５３．７％

全国２０市町村

大量の情報をやり取りを可能とするブロードバンドサービスは、
①都市部とのギャップを埋める手段、生活を支えるためのサービスの提供
②地域交流、移住促進、産業振興の条件を整える

うえで重要なインフラ。

情報基盤整備の必要性
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【平成１５年度】 地域の元気応援団長 ７名

【平成１６年度】 上記７名を総括とし、総勢５０名を配置 （２１チーム、２５ヶ所）

【平成１７年度～】 総括担当 １２名を含む 総勢６０名を配置（２１チーム、３０ヶ所）

地域との「対話と実行」の推移、地域に根ざした活動

（地域の知恵や情報を繋ぐ、地域県政のスピーディーな実行）

市町村と連携しながら、実際に地域に入って、住民の皆様と同じ目線で考え、住民
の皆様とともに活動することを基本に、地域の自立につながるよう、それぞれの地域
の実情や住民ニーズなどに応じた支援を展開する。(平成１５年度からスタート）

１．地域住民の主体的な活動に対するアドバイス

２．先進的な事例の情報提供

３．人と人をつなぐ

４．行政とのパイプ役など

役 割

土木や農業といった部門ごとに配置された県の出先機関に属さない職員で、縦割りの組織
に縛られず、自主的に活動しています。（２～３人 市町村に駐在）

地域支援企画員制度の概要
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成 果

■地域づくり支援
○住民主体による地域の元気づくり活動や活性化支援
○地域の支え合いの仕組みづくり支援

■県の政策の推進
○産業振興計画（地域アクションプラン）の推進
○中山間地域の総合対策に向けた施策や事業の推進（産業をつくる、生活を守る）
○その他、地域振興にかかる施策の推進

活動内容

今後の課題

○地域における住民主導の活動が活発になった。
○県と市町村、住民の間の距離が縮まった。（市町村、住民の満足度が高まった）
○県の政策に、市町村や地域（現場）の声を生かせるようになった。
○県庁職員の人材育成に繋がった。（意識改革、現場主義の徹底）

○農業振興センターなど出先機関等との連携体制の強化。
○地域活動への関わりの度合い。 どれくらい関わってくか。
○地域活動の主体となる住民や市町村へのバトンタッチのタイミング

次のステップへ移行する必要性がある。 30
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